
組版ソフトウェア MC-Smart
オプションソフトウェア 数式オプション
オプションソフトウェア DBカタログオプション
エンドユーザライセンス契約書

本エンドユーザライセンス契約書は、株式会社モリサワ（以下「当社」といいます）の提供する、表題
に掲げるソフトウェア製品（以下「本製品」といい、付属するファイル、フォント・ソフトウェア、関
連媒体、ドキュメンテーション、その他関連サービスを含みます）の使用についての契約条件（以下「本
契約」といいます）を定めたものです。製品のインストールまたは使用する前に、ライセンスの認証を
受けたエンドユーザ（個人・団体を問わず、以下「ライセンス取得者」といいます）は本契約の各条項
を確認し、各条項に従うことを条件とし、許諾された非独占的かつ限定的な権利に基づいた使用が行え
ます。本契約に同意しない場合、ライセンス取得者は本製品をインストールまたは使用することはでき
ません。
本契約は取得したバージョンのみならず、以前に取得したすべてのバージョンについても適用されるも
のとします。また、本契約は取得以後にアップデートされたものに限らず、過去データとの互換のため
に特例として旧エンドユーザライセンスに基づく以前のバージョンを別途提供した場合でも、それに付
属するエンドユーザライセンス契約書よりも本契約が優先されます。

1. デバイスの定義
本契約における「デバイス」とは、本製品を使
用するためにインストールする記憶装置を有し、
本製品のインストール及びそのライセンスの認証
の際に、ネットワーク上で単一のものとして認識
される特定のコンピュータであり、かつライセン
ス取得者が所有し、またはリース契約もしくはレ
ンタル契約を受けているものをいい、この単位を
もって 1台のデバイスと呼びます。その際、物理
的な 1台だけではなく、論理的なコンピュータも
1 台とみなします。なお、1 台のデバイスに対し
て、本契約における 1ライセンスが必要です。

2. 使用の許諾
1) 使用範囲
当社は、ライセンス取得者に対して、本契約
の規定に従い本製品の使用を非独占的に許諾し
ます。許諾の対象となる本製品、本製品をイン
ストールして使用することができるデバイスの
台数及びライセンス取得者の本製品を使用する
事業所等については、別途当社から交付される
書面（以下「ライセンス証明書等」といいます）
により指定されるものとします。なお、許諾の
地域的範囲は限定しませんが、ライセンス取得

者は日本国内に本店を有する法人もしくは日本
国内に居住する自然人に限られるものとしま
す。
2) 複製
ライセンス取得者は、デバイスにインストー
ルした本製品を、故障その他の理由等を要因と
する、同一のデバイスへの復元を前提にした保
存を目的とした場合に限り、他の記憶装置また
は記憶媒体に複製することができます。
ライセンス取得者は、本契約の規定に従い許
可される必要な用途に使用するため及び保管の
目的に限り、本契約の規定に従って、本製品、
全てのパーツ、複製物、その変更修正を複製す
ることができます。但し、バックアップを目的
とした場合であっても、デバイスにインストー
ルしたソフトウェアやフォントを別のデバイス
に複製すること、本製品を他のデバイスにイン
ストールすることはできません。
なお、他の記憶装置または記憶媒体に複製し
た本製品は、本製品をインストールしたデバイ
スへのリストアのみに使用することができま
す。

3. ライセンスの認証とデバイスの変更
1) ライセンスの認証
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ライセンス取得者は、本製品の使用開始に先
だって、本製品のマニュアル等に記載する手続
きにより、当社によるライセンスの認証を速や
かに受けなければなりません。その際には利用
するデバイス情報とともに、自らの氏名、所属、
住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレ
ス、その他の情報を提供する等を当社が求める
場合があります。認証手続きにおいては最大
30 日の猶予を与える場合があります。
ライセンス取得者は、ライセンスの認証を受
けることではじめて、ライセンス証明書等に定
められた期間にて、本製品を使用することがで
きます。期間が定められている場合は当該期間
をもって本製品の利用は終了となります。
2) デバイスの変更
ライセンス取得者は、本製品をインストール
して使用するデバイスを変更する場合、当社の
定める手続きを経てライセンスの認証を再度受
ける必要があります。その際、ライセンス証明
書に期間が定められていない、または期間が終
了している場合は有償によるものとします。な
お当社はライセンスを認証する際に取得する個
人情報は、ライセンス取得者の同意を得た場合
または法令により許諾される場合を除き、本契
約で定めるサービス・サポート及びそれに関連
する連絡以外の目的には使用しません。
ライセンスの認証の受付に関する当社の手続
きは、90 日以内の当社努力の元に、当社が定め
た方法によってライセンス取得者への告知を行
うことで終了する場合があります。

4. オプションソフトウェア
オプションソフトウェアはデバイスに対して単
独での導入を行っても動作をすることがないソフ
トウェアになり、主となるソフトウェアである
MC-Smart と組み合わせて利用されるものにな
ります。よってライセンス取得者は、主となるソ
フトウェアとオプションソフトウェアを一対とし
て同一のデバイスへの導入を行い、オプションソ
フトウェアのみを独立して利用することはできま
せん。

5. フォント・ソフトウェア
本製品の一部を構成するフォント・ソフトウェ

ア（以下「付属フォント」といいます）は、下記
の許諾となります。
1) 本製品と同一デバイスにインストールし、本
製品内で利用することができます。
2) 付属フォントを構成する文字・記号・数字・
シンボル等（書体）をもって、事実もしくは思
想・感情の表現手段として利用すること、印刷
版下の作成、印刷、表示等の方法により複製（出
力）することができます。
3) アプリケーションプログラム等を利用して、
デバイスにインストールした付属フォントから
文字情報を取り出すことができ、その取り出し
た文字情報をそのまま、またはこれに基づき改
変等の翻案をした上で、事実もしくは思想・感
情の表現手段として利用すること、印刷版下の
作成、印刷、表示等の方法により複製（出力）
することができます。
4) 前項に規定する使用許諾の範囲で、かつ第 6
条に抵触しない範囲で、本製品を利用し、作成
（出力）した成果物を商業目的での利用を含み
利用することができます。付属フォントを本製
品以外のソフトウェアで利用し、複製（出力）
した成果物は、次に例示する方法で利用（商業
目的での利用を含む）することができます。
a) 印刷物の制作
b) 映画、テレビ番組、ビデオ、DVD、ゲー
ムソフト等の映画の著作物でのタイトル・
テロップ・フリップの表示、上映及び頒布
c) インターネットによる送信可能化及び公
衆送信
d) 印鑑、スタンプ等の制作
e) 前各号に定める利用により得られた成果
物の展示、譲渡（有償・無償を問わない）
及び貸与

6. 禁止事項
ライセンス取得者は、次に例示する行為その他
本契約及びライセンス証明書等に記載する許諾の
範囲外の行為は一切してはなりません。
1) 本製品を当社により指定される台数を超える
デバイスで使用する目的で、記憶装置または記
憶媒体にインストールし、または複製を作成す
ること
2) 第 1 条に基づき、本製品をライセンス証明書
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等に記載される事業者とは異なる事業者が管理
するコンピュータにインストールして使用する
こと
3) 本製品を、逆アセンブル、逆コンパイル、リ
バースエンジニアリング、その他読解可能な形
式に変換する手段を用いて解析すること
4) 権利保護を目的として本製品にあらかじめ設
定された技術的な制限を解除、無効化する行為、
当該行為の方法の公開、または前記方法を用い
て本製品を複製、翻案、使用すること
5) 本製品をネットワーク上のサーバとして機能
するデバイスにインストールし、クライアント
として接続する他のデバイスから遠隔アクセス
し、またはライセンス取得者以外の利用者に
よって本製品を導入したデバイスを直接操作せ
ずに使用すること
6) 本製品に含まれる、マニュアル等の関連資料
及びユーティリティ等の全部であろうと一部で
あろうと、また如何なる形態であっても、本製
品の使用にあたって必要な範囲を超えて複製を
すること
7) 本製品に含まれる、マニュアル等の関連資料
について、如何なる形態であっても、必要な範
囲を超えてライセンス取得者以外の者に利用さ
せること
8) 付属フォントによる下記の行為は、理由の如
何を問わずに禁止します
a) 本製品のインストールされたデバイス以
外へインストールして使用すること
b) 第三者に利用させる目的で、文字情報の
一部または全部を取り出すこと
c) フォント・ソフトウェアの代替として機
能するあらゆるデータ、これらに改変等の
翻案をして製作したフォント・ソフトウェ
ア等の二次的成果物、もしくはこれらの
データを第三者に交付、送信その他の方法
により頒布すること
d) ロゴ等を作成し、それを商標登録するこ
と

9) 一般的に公序良俗に反して利用する、または
準ずる行為を行うこと

7. 権利の帰属
本製品の著作権その他一切の権利、企業秘密は、

当社または当社に権利を許諾した第三者（以下「当
社のライセンサー」といいます）に帰属していま
す。また、付属フォントから取り出した文字情報
を始めとして、この文字情報に基づき製作された
ウェイト・スタイル・バージョンを変化させた文
字、フォント・ソフトウェアその他の付属フォン
トの二次的成果物及びそれらのデータについての
著作権その他一切の権利は、それが適法に製作さ
れたと否とを問わず、当社または当社のライセン
サーに帰属するものとします。よって、ライセン
ス取得者の権利は、当社のライセンサーからのラ
イセンス及び本契約の各条件によって制限されま
す。

8. 権利の譲渡等の禁止
ライセンス取得者は、如何なる理由があろうと
も、当社の書面による許諾を得ずに本製品の全部
または一部を再配布、公衆送信（送信可能化を含
む）、貸与、レンタル、擬似レンタル、再販売（中
古品取引を含む）、組込をしてはならず、本製品の
使用権を第三者に再許諾し、本製品もしくは本ラ
イセンス契約上の地位を第三者に譲渡し、または
それらを担保に供することはできません。

9. サポート及びサービス
ライセンス取得者は、当社Web ページ（www.
morisawa. co. jp/support/terms/ 及びその後継
ページ）に用意されている、MC-Smart 製品のサ
ポート・サービスに関するポリシーである「モリ
サワ MC-Smart ソフトウェアサポートポリ
シー」に記載されたサポート・サービスを受ける
ことができます。但し、ライセンス取得者に提供
される当社のサポート・サービスは、ライセンス
取得者、当社双方とも日本国内を窓口とした日本
語によるものに限られるものとします。

10. 保証の範囲
当社がライセンス取得者に有体物として提供す
る媒体及びインストールガイドに物理的な破損が
存した場合には、ライセンス取得者が本製品の提
供物を受領してから 90 日以内に当社へ申し出た
場合、当社はその程度に応じて当社の判断に基づ
き、無償で交換を行います。
当社よりライセンス取得者に本製品を提供して
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から 90 日以内に本製品に重大な瑕疵があった場
合、当社はその程度に応じて自らの判断に基づき、
解決方法の案内、または本製品の削除及び返還と
引き換えに本製品の使用許諾の代金の返還を行い
ます。当社は、本製品の品質、機能がライセンス
取得者の使用目的の全てに適合することを保証す
るものではなく、本製品の選択・導入の適否、本
製品の不具合によるデータの損失を防御するため
の適切なバックアップ等についてはライセンス取
得者の責任とします。

11. 損害賠償額の上限
ライセンス取得者が本製品の使用に関連して何
らかの損害を被った場合であっても、名目の如何
を問わず当社が負担する責任は金銭賠償に限ら
れ、その賠償額は、ライセンス取得者が実際に支
払った本製品の使用権許諾の金額を上限としま
す。本製品の使用または使用不能により、または
それらに関連して生じるライセンス取得者の派生
的財産的損害及び直接的または間接的な営業上の
損害、精神的損害については、如何なる場合であっ
ても当社及び当社のライセンサーはその責めに任
じないものとします。

12. ライセンスの遵守
本製品は、著作権法及び国際著作権条約をはじ
めその他の法令により保護されています。ライセ
ンス取得者は、本製品を含めたソフトウェアの健
全な使用環境の形成に努めなければなりません。
1) ライセンス取得者は、当社から要求された場
合、その時点において、本製品を含む当社のフォ
ント製品及びソフトウェア製品が、各々の製品
の有効なライセンスに従って使用されているこ
とを、30 日以内にインストール状況の調査報告
書、ライセンス証明書等の写しの提出等を含め
書面により証明しなければなりません。ライセ
ンス取得者が本契約に違反している合理的な疑
いがあると当社が判断した場合には、当社は、
ライセンス取得者に対し、事前に通知を行うこ
とにより、随時コンピュータ、各種ストレージ、
その他のバックアップ媒体及びその他の書類に
ついての調査をライセンス取得者の本店等の事
業所、自宅だけでなく当社が必要と認めた場所
で実施することができるものとします。また、

ライセンス取得者は、本契約の終了後であって
も、当社が第 18 条に規定するライセンス取得
者の本契約の終了に伴う義務の履行を確認した
後 1年以内に当社より上記調査の通知があった
場合には、その実施日が上記 1年の期間の経過
後であっても、その調査を受け入れなければな
りません。なお、当該調査の結果またはライセ
ンス取得者自らのインストール状況の開示によ
り、本製品の無許可複製の存在が判明した場合、
ライセンス取得者は、当該無許可複製した本製
品の利用期間制限が無い場合の新規提供価格額
及び当社が費やした当該調査の実施費用の合計
額を当社に支払わなければなりません。
2) 前項に規定する調査の結果またはライセンス
取得者自らのインストール状況の開示により、
本製品に含まれる付属フォント単独の無許可複
製の存在が判明した場合、ライセンス取得者は、
本製品の利用期間制限が無い場合の新規提供価
格を支払わなければなりません。

13. 保管の義務
本契約により当社より提供され、その使用を許
諾される本製品をインストールする際に使用され
る固有情報は、当社がライセンス取得者毎に作成
し、提供する固有のものです。ライセンス取得者
は、それらを厳重に保管し、第三者に開示しては
なりません。万一、それらが第三者に使用された
場合、その責任はライセンス取得者が負わなけれ
ばなりません。なお、その場合、ライセンス取得
者は、本製品の使用許諾料金相当額を含む当社が
被った全損害を賠償しなければなりません。

14. 契約期間
本契約は、本製品の使用権許諾の代金が当社の
指定する方法により当社へ支払われることを条件
に、本契約の締結時または本製品の使用開始時の
いずれかの早い時点から成立し、その際にはライ
センス証明書等により指定される契約期間満了日
または当社による解除等によって終了するまで有
効とします。
なお、本契約は、ライセンス取得者が本契約の
更新を拒絶した場合だけでなく、契約期間満了日
までに本契約の更新の手続が完了しない場合に
も、契約期間満了日をもって終了します。また、
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本契約は、期間が定められている場合、当社が定
めたライセンス取得者への更新しない旨の告知を
行うことで、契約期間満了日に終了します。

15. 契約の解除
ライセンス取得者が本契約のいずれかの条項も
しくはライセンス証明書等の記載に違反した場合
または当社の著作権を侵害した場合には、当社は
本契約を解除することができます。ライセンス取
得者が自らの違反行為により当社が損害を被った
場合には、本契約が解除されると否とに拘わらず、
その損害を賠償しなければなりません。また、契
約の解除に至った場合、当社から提供されている
すべての物品（パッケージ、インストールメディ
ア、ライセンス証明書等）の返却を当社が求めた
場合には、ライセンス取得者は、当社の指定する
期日、場所、方法を遵守してこれらの物品を当社
に返却しなければなりません。

16. 仕様変更に伴う返却義務
当社が本製品の仕様を変更し、ライセンス取得
者に仕様変更後の本製品を届けるとともに、当社
から提供されている仕様変更前の本製品に含まれ
るすべての物品（パッケージ、インストールメディ
ア、ライセンス証明書等）の返却を求めた場合に
は、ライセンス取得者は、当社の指定する期日、
場所、方法を遵守してこれらの物品を当社に返却
しなければなりません。また、ライセンス取得者
に提供した本製品が物理的な提供物ではない場合
（インターネット等から取得したインストールプ
ログラムや電子文書としてのライセンス証明書
等）、当社の指定により消去を求める場合があり
ます。

17. 契約の終了に伴う義務
ライセンス取得者は、本契約が期間の満了また
は解除等により終了した場合、次に規定する義務
を負うものとします。なお、契約終了の事由の如
何に拘わらず、当社は、本製品のライセンス証明
書等により指定される契約期間満了日までの使用
権許諾の代金をライセンス取得者に返還しませ
ん。
1) ライセンス取得者は、本契約が終了した場合、
直ちに本製品の使用を停止し、本製品を削除し

て、本製品をインストールするために当社から
提供された全ての有体物（以下総じて「本製品
提供物」といい、本契約の規定に従い、または
本契約に違反して、それらを複製している場合
には、当該複製も含みます）を自己の負担で当
社に返還しなければなりません。なお、ライセ
ンス取得者は、本製品提供物を紛失する等して
返還することができない場合、本製品提供物相
当額を当社へ支払わなければなりません。但
し、ライセンス取得者は、当社が同意する場合、
本製品提供物を廃棄することもできます。
2) ライセンス取得者は、本契約の終了に際し、
当社から当社の書式にのっとった誓約書、本製
品の削除証明書等の書類の提出を求められたと
きには、当該書類に必要事項を記入し、記名押
印の上、当社へ返送しなければなりません。
3) 本契約が第 16 条により解除された場合、本
契約の終了後に当社が本条に規定するライセン
ス取得者の本契約の終了に伴う義務の履行を確
認できない場合、またはその他ライセンス取得
者が本契約に違反している合理的な疑いがある
と当社が判断した場合には、当社は、ライセン
ス取得者に対し、本契約の終了後であっても経
過した期間に拘わらず、事前に通知を行うこと
により、随時コンピュータ、各種ストレージま
たはその他のバックアップ媒体及びその他の書
類についての調査をライセンス取得者の本店等
の事業所、自宅だけでなく当社が必要と認めた
場所で実施することができるものとします。

18. 反社会的勢力の排除
ライセンス取得者は、当社に対し、自己または
自己の役員、従業員もしくは自己の経営に関与す
る者について、次の各号に定める事項を表明及び
保証し、かつ将来にわたって保証するものとしま
す。ライセンス取得者が本条の全部または一部に
違反し、またはそのおそれがある場合、当社は、
何らの催告を要さず、また、何らの責任を負担せ
ずに本契約を解除することができます。
1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団
関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、
特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者その
他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といい
ます）でないこと、または過去に反社会的勢力
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でなかったこと。
2) 反社会的勢力を利用しないこと。
3) 資金提供その他の行為を通じて反社会的勢力
の維持運営に協力または関与しないこと。
4) 反社会的勢力と交際していないこと。
5) 自らまたは第三者を利用して、当社または第
三者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、
業務妨害行為もしくは名誉や信用を毀損する等
の行為をしないこと。

19. 技術的手段等の追加等及び条項の変更等
当社は、本製品が本契約により許諾され、ライ
センス証明書等にて指定される範囲で使用される
ために、如何なる技術的手段をも適時追加するこ
とができるものとします。当該規定する技術的手
段等の追加または製品利用に伴う使用環境の変化
等、社会情勢またはその他の諸事情により、本契
約の各条項について当社の任意により適宜これを
変更または追加することができるものとします。

20. 本契約の変更等
当社は、その裁量により本契約の条項の一部ま
たは全部を変更または追加することができます。
当社は、当該変更または追加（以下「条件変更等」
といいます）をする旨及び条件変更等後の本契約
の内容並びにその効力発生時期を、条件変更等が
有効となる 60 日前（この期間を「受諾期間」とい
います）に本製品に関する当社ウェブサイトに掲
載するものとします。当社は、条件変更等の内容、
発効日及び変更・追加の理由を、電子メール、ウェ
ブサイトへの掲載その他の手段によりライセンス
取得者に通知または公表するものとします。ライ
センス取得者が条件変更等を受諾することができ
ないと判断する場合、受諾期間中に当社に条件変
更等の受諾拒否を申し出、本契約を解除すること
ができます。この場合でも第 18 条の規定が適用
されます。受諾期間中に当該拒否がなされない場
合には、ライセンス取得者が条件変更等に合意し
たものとみなします。

21. 輸出に関する制限
本製品のコンポーネントの一部及び付属フォン
トは、アメリカ合衆国製の技術で作成されていま
す。よって、本製品及び本製品で生成されたデー

タの輸出、再輸出、送信に際してはアメリカ合衆
国連邦法の制限を受けます。前記に関する義務
は、本契約の終了後においても有効に存続するこ
とに同意しなければなりません。

22. 一般条項
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に
関する紛争は大阪簡易裁判所・大阪地方裁判所を
第 1審の専属管轄裁判所とします。

(20200227)
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